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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長あいさつ 

  ３．審査事項 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長あいさつ 

    ・職員紹介 

    ・その他 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長あいさつ 

   〔農務畜産課〕 

    ・職員紹介 

    予算審査 
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   〔生活環境部〕 
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    ・その他 
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    ・その他 
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    ・その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○若松委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日、招集になりました産業環境常任委員会に

ご出席を承り、厚く御礼申し上げます。 

  さて、今定例会におきましては、当常任委員会

に付託されました案件は、その他の案件１件であ

ります。 

  また、予算特別委員会で付託されました案件の

中で、当分科会で審査します補正予算案件１件に

ついては、随時、予算審査特別委員会（第三分科

会）に切りかえて審査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重な審議ととも

に円滑な進行へのご協力をお願い申し上げまして、

挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○若松委員長 これより、３の審査事項、農業委員

会事務局審査を行います。 

  初めに、農業委員会事務局長のご挨拶をお願い

いたします。 

○平井農業委員会事務局長 （挨拶。） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

  それでは、農業委員会事務局の皆さん、ご苦労

さまです。 

  今回、農業委員会事務局に付託されました案件

はございませんが、今年度最初の常任委員会にな

りますので、事務局長から担当職員の紹介をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○若松委員長 ありがとうございました。今年度も

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 その他、執行部から何かありました

ら。 

○平井農業委員会事務局長 特にはございません。 

○若松委員長 ないようですので、以上で農業委員

会事務局についての案件は終了いたします。ご苦

労さまでした。 

  その他、委員のほうでありますか、何か農業委

員会に対して。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 じゃ、ないようですので、以上で農

業委員会事務局についての案件は終了いたしまし

た。ご苦労さまでした。 

  執行部の入れかえのため暫時休憩といたします。 

  ありがとうございます。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業環境部の審査 

○若松委員長 これより産業環境部の審査に入りま

す。 

  初めに、産業観光部長のご挨拶をお願いいたし

ます。 

○斉藤産業観光部長 （挨拶。） 

○若松委員長 ありがとうございました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○若松委員長 ただいまから農務畜産課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

  では、産業観光部長から担当職員の紹介をして

いただきたいと思いますが、よろしくお願いいた

します。 

（出席説明員自己紹介。） 

○若松委員長 ありがとうございました。今年度も

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○若松委員長 それでは、産業環境常任委員会を予

算審査特別委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  議案第47号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

○川嶋農務畜産課長 （議案第47号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりました。 

  各委員の質疑、意見等をお受けいたします。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 今、説明を受けた中で、市内で該

当する団体が10カ所と、あと１つ細かいほうは聞

き漏らしたんですけれども、そのような中で、実

際、申し込みに当たっての該当する条件、範囲と

いうのは、どういう条件があるかお聞かせくださ

い。 

○川嶋農務畜産課長 まず、対象者ということで、

人・農地プランということで、昨年10月29日に策

定した人・農地プラン、これは、耕作放棄地とか

後継者不足の関係で、それらを解消するために、

地域の中で話し合いをした中で、その中心となっ

て農地集積をする経営体のほうに集積していくと

いうような内容のプラン、それに位置づけされて

いないと対象になってこないということで、那須

塩原市ではそのプランに位置づけされているのが、

その計画の中では416人が一応位置づけされてお

ります。 

  その方に対して２月に要望調査を行ったという

ことで、この条件関係は、当然、人・農地プラン

のエリアの中で、全体的に農地を集積していく経

営の内容、この中で、例えばどのぐらいの規模を

拡大していきますよとか、または将来法人化しま

すよとか、そういう幾つかの項目があるわけなん

ですね。その項目をクリアしないと、ポイント制

という形の中で、その項目ごとに１ポイント、１

ポイントということで、そのポイントが高くない

と対象になってこないということで、当然、予算

の枠に合わせた中で、国のほうで、高い、例えば

そういう都道府県から内示をしていくということ

で、予算の枠は限られているものですから、その

中で、そのポイントが高い市町村、経営体という

中で、個人に対して、ということで、具体的には、

ポイント制の中で、全部で９項目、目標、指標と

言っていますけれども、あります。 

  農業の６次産業化に取り組んだとか、または、

先ほど言いました、経営面積の拡大を図ったかど

うか、今後法人化にする予定があるかどうか、あ

とは、新規作物の導入をどういう形で図っていく

か、農産物の品質の向上をするためにはどういう

形で進めるか、それから、もろもろで、先ほど言

いました９項目の中で、ポイントの高い順から採
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択というふうになっていくという内容でありまし

て、かなり厳しい条件の中でこの事業があります。 

  よろしいでしょうか。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 今、最後に言った、なかなか厳し

い条件の枠組みがあるという、枠というか条件が

あるというような中で、本市における10団体に、

組織で該当するような組織・団体ってあるんです

か。 

○若松委員長 どうぞ。 

○川嶋農務畜産課長 先ほど説明申し上げましたよ

うに、今回補正でお願いしていますのは、もう要

望しまして内示があった内容でして、先ほど言い

ました10経営体、そのうち２経営体が法人という

中で、今回内示があったということでございます。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○磯飛副委員長 はい、わかりました。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  人見委員。 

○人見委員 この事業そのものは、認定農業者を中

心とした転用拡大というか、そういう形の中で推

し進めるという方向性なのかな、これは。 

○若松委員長 はい、どうぞ。 

○川嶋農務畜産課長 先ほど、人・農地プランに位

置づけたということで説明しましたけれども、そ

の人・農地プランの位置づけされる、中心となる

経営体が、原則的に認定農業者になっている方々

です。ですから、認定農業者で、なおかつ、将来

経営の規模拡大を図る方々での対象という形にな

っております。 

○人見委員 いいです。 

○若松委員長 了解ですか。よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 先ほど、10経営体、そのうち法人が２

団体ということで、先ほど、その２月に要望をと

りまして、９項目のうちにポイントの高い該当と

いう部分なんですが、これに、要望を２月に行っ

て、外れた団体というのはあるんでしょうか。 

○若松委員長 課長。 

○川嶋農務畜産課長 現実的に、先ほど、こういう

似たような事業関係ですが、その前の年も現実に

一部ありまして、その中で、このポイント数が低

い要望者につきましても申請というか要望したわ

けなんですけれども、それが昨年度は、やはり予

算の枠で、優先順位の中で、那須塩原市が全体的

に対象にならなかったという経験がございました

ので、また補正の事業関係についても、具体的な

内容については、２月時点では国から示されてき

ていなかったのが現実。それをある程度見越した

中で、要望をとりましょうということになったん

です。 

  その中で、ある程度、先ほど言いましたこの目

標のポイントですね、これらについても、どこま

での項目のポイントで来るのかというのは、まだ

詳細に来ていなかったわけなんですけれども、前

年度の同じような事業を踏まえた中で、見切りの

中でそれぞれ要望をとったということで、要望で

上がってきたのがかなりあったわけなんですけれ

ども、ちょっと人数は把握していないんですけれ

ども、その中で、ポイント、余り、１ポイントし

か取れないような農家につきましては、それも含

めちゃうと全体的にポイントが落ちて対象になっ

てこないというおそれがあったものですから、あ

る程度、農家、その要望してきた経営体といろい

ろ協議をさせてもらった中で、最低２つ３つほど

という農家の方々に絞った中で、今回は要望をさ

せてもらうということで、大体、要望した農家の

方が、この、今、正式に国のほうに要望した方々
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は、すべて今回は内示になったということで、そ

れ以外の要望してきた農家につきましては、別の

事業で拾えるものは拾うような形で今努力してい

るところでございます。 

○齋藤委員 了解です。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認め、質疑を終了いたし

ます。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決するべき

ものとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、よって、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 その他、執行部から何かございます

か。 

  はい、どうぞ。 

○川嶋農務畜産課長 （その他について説明。） 

○若松委員長 じゃ、以上で農務畜産課審査は終了

いたします。 

  ご苦労さまでした。 

  執行部の入れかえのため暫時休憩といたします。 

  ありがとうございました。 

 

休憩 午前１０時３５分 

 

再開 午前１０時３６分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続きまして委員会を再

開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○若松委員長 ただいまから農林整備課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

  今回、農林整備課に付託されました案件はござ

いませんでしたが、今年度最初の常任委員会にな

りますので、産業観光部長から担当職員の紹介を

していただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○若松委員長 ありがとうございました。今年度も

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 その他、執行部から何かございませ

んか。 

○邉見農林整備課長 特にございません。 

○若松委員長 委員のほうから何か。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ありませんか。 

  じゃ、ないようですので、以上で農林整備課の

審査は終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

  ここで執行部の入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続きまして委員会を再

開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○若松委員長 ただいまから商工観光課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

  では、産業観光部長から担当職員の紹介をして

いただきたいと思いますが、よろしくお願いいた

します。 

（出席説明員自己紹介。） 

○若松委員長 ありがとうございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○若松委員長 それでは、産業環境常任委員会を予

算特別委員会（第三分科会）に切りかえます。 

  議案第47号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

○佐藤商工観光課長 （議案第47号について説

明。） 

○若松委員長 説明は終わりました。 

  各委員の質疑、意見をお受けいたします。 

  磯飛委員。 

○磯飛副委員長 予算についてはどうのこうのない

んですが、せっかく審議監がご出席いただいたん

ですが、この事業に対して、実際、我々、ラジオ

を聞く機会なんかはほとんどないんですけれども、

首都圏向けということで今回事業計画してありま

す。そのような事業で、先ほど言ったように、私

なんかはラジオを聞く機会が少ないんですけれど

も、こういう首都圏あたりで、リスナーを含めて、

効果というものはどのぐらい期待できるものか、

審議監の経験上のお話で結構ですので、お聞かせ

いただきたいと思います。 

○若松委員長 ご説明をお願いします。 

○木下政策審議監 ちょっと今回は、形式はわから

ないので、この間みたいなしゃべり方になっちゃ

いますが、お許しいただきたいと思いますけれど

も、今回、私が来まして一番感じたことは、この

那須塩原の観光地の塩原温泉、板室温泉が、ほと

んど、主たるマーケットである関東に露出されて

いないということだったんですね。これは、私が

昼神温泉に着任した当時の昼神温泉と大変よく似

ているというのは失礼ですけれども、全くマーケ

ットに知名度のない観光地だったというところで

はよく似ていると思いますね。 

  その当時、昼神温泉で、いかにコストを抑えて

露出を高めるかということでとった作戦の一つが

ラジオだったんですね。ラジオで毎日、昼神温泉

という名前を露出することによって、マーケット

に対しての効果をねらうこと。そしてもう一つは、
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視覚的に言うと、ＪＲ東日本とのタイアップだっ

たんです。この２つが一番コストを抑えられた上

で効果が大きいと判断して、やってまいりました。

そのほか、いろんなメディアも使ってまいりまし

たけれども、ずっとそれで継続をしたのが今の２

点だったわけなんです。それだけ効果がありまし

て、特にラジオのほうは、瞬間に爆発的な効果の

あるテレビとは違いまして、徐々に徐々にきいて

くるということ。 

  もう一つは、長年、昼神で培った人脈関係、人

間関係という言葉がいいのかどうか、信頼関係が

でき上がりまして、いろんな形で局を挙げて昼神

温泉の応援をしてくれるようになったというプラ

スアルファがありましたので、そういうことを今

回、この塩原温泉を中心とした那須塩原市の告知

宣伝ということでフルに活用できればということ

で、図らせていただいたというような次第ですの

で、非常に効果は長期的に見ていくと出てくると

いうふうに考えておりますので、この単発的じゃ

なくて、しばらく続けていければ効果が出るだろ

うというふうに思っておりますし、そのようにし

ていきたいと思っています。 

  以上でございます。 

○磯飛副委員長 了解です。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 先ほど民放ラジオということで、これ

会社は、あと、１カ月110万円で６カ月、10月か

ら３月を契約するということでありますけれども、

１日20秒ということで、これは１回で20秒なのか、

それとも１日何回か時間帯でいくものなのか。あ

るいはこのＰＲの仕方の、塩原、板室に関しての

ＰＲの仕方の内容というのはもう決定されている

のか、お聞きしたいと思います。 

○若松委員長 ご説明願います。 

  はい、どうぞ。 

○佐藤商工観光課長 それでは、私のほうからお答

えをいたします。 

  まず、今回の予算計上に当たりましては、政策

審議監のアドバイスもありまして、予算のたたき

台ということで、民間ラジオキー局での取り組み

ということを基本に、予算計上、見積もりを取っ

たという経緯がございます。その中での設定が、

毎週、平日ですね、月曜日から金曜日までの５分

間番組、その中で、20秒間の那須塩原提供のＣＭ

での天気予報を送るというような設定での計上と

いうことになっております。これにつきまして、

20秒間ということなので、５分間の番組の20秒間

ということですので、少ない時間ではありますが、

有効に全国的な発信をするために使うということ

でございます。 

  まだ番組の内容につきましては具体的な協議は

しておりませんが、10月からということですので、

予算が通り次第、契約等の事務を進めて、番組の

構成等につきましては、庁内での戦略会議等々を

重ねて、有効でタイムリーな番組を発信できるよ

うに協議していきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 その５分間の番組というのは、何かを

特集した番組の中で定期的に入れていくというこ

となんですか。それとも、総合して那須塩原でと

いうか、何かそういう部分で20秒間を埋めるのか。

その辺がちょっとわからなかったものですから、

すみません。 

○若松委員長 木下審議監。 

○木下政策審議監 ５分間、那須塩原市が送る天気

予報のコーナーをつくります。ですから、５分間、
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那須塩原市が送る天気予報は、一番、天気予報か

道路情報というのは聞かれる番組なもので、その

中に、その５分間は、那須塩原市が送る天気予報

なんですが、それに付随して20秒間、那須塩原市

のＣＭ、紅葉がいいとか食事、そういうものを、

局アナがつくったものを、３種類、あるいは５種

類ぐらいを毎日テレコで流していくという、そう

いう仕組みになってございます。 

○若松委員長 はい。 

○齋藤委員 詳しく了解をしました。 

  じゃ、その内容に関しましては、精査して、ぜ

ひ有効的なＰＲをしていただきたいというふうに

思います。 

  以上です。 

○若松委員長 よろしいですか。 

  人見委員、どうぞ。 

○人見委員 同じことです。 

○若松委員長 同じですか。 

  ほかにございませんか。 

  星さん。 

○星委員 結構、レディオベリーも、レディオベリ

ーは栃木県内なんですけれども、意外と近県にも

聞けるんですね。茨城も、群馬も、埼玉も、東京

もちょっと一部聞こえたりして、やはりレディオ

ベリーも有効にもし使えるなら、栃木県内の中と

しては、やっぱり視聴率といいますか、何ていう

んでしょうかね、聞いている方もたくさんいらっ

しゃるので、それも宣伝効果の一つには入るのか

なというのは思ったんですけれども、はい。 

○若松委員長 はい、どうぞ。 

○木下政策審議監 ちょっとよろしいですか、すみ

ません。 

  この間も申し上げたように、８割方のマーケッ

トは関東ということ、それから民間ラジオキー局

は当然栃木県内もカバーしておりますので、ロー

カルネットとキーネットでは、もうおのずとレー

ティングが変わってきます。確かにレディオベリ

ーの視聴率も高いようですし、継続的には市のほ

うでやられているので、そちらはそちらのまま、

当面は残した上で、プラスアルファということで

考えておりますので、複合的に見ていただければ

とは思いますが。 

○若松委員長 よろしいですか。 

○星委員 はい。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようですので、質疑を終了した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結いたし

ます。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論は終結い

たしました。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議なしと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 
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○若松委員長 その他に入ります。 

  その他、執行部のほうで何かありますか。 

  はい、どうぞ。 

○佐藤商工観光課長 （その他について説明。） 

○若松委員長 じゃ、以上で商工観光課の審査は終

了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

  執行部の入れかえのため暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○若松委員長 これより生活環境部の審査に入りま

す。 

  初めに、生活環境部長のご挨拶をお願いいたし

ます。 

○古内生活環境部長 （挨拶。） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境管理課の審査 

○若松委員長 ただいまから環境管理課の審査を行

います。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

  では、生活環境部長から担当職員紹介をお願い

いたします。 

（出席説明員自己紹介。） 

○若松委員長 ありがとうございました。今年度も

どうぞよろしくお願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５２号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○若松委員長 次に、議案第52号 那須塩原市地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）についてを議

題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

○中山環境管理課長 （議案第52号について説

明。） 

○若松委員長 説明が終わりましたので、各委員の

質疑、意見等をお受けいたします。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 先ほど温室効果ガスの排出量の削減目

標ということで、長期はちょっと難しいけれども、

短期で８％、中期で15％の削減を20年度までに図

っていくということでありますけれども、各部門

において11％の削減、そしてそれにプラスアルフ

ァ、市民との協力によって４％ということで、合

計15％という目標を立てておりますけれども、こ

の４％というのは、先ほど課長説明で、非常に難

しい数字だというふうに思いますけれども、これ

はやはり数字だけ、４％ということでありますけ

れども、その辺の具体的な施策というものはなか

なか難しいでしょうけれども、その辺はお考えで

しょうか。 

○若松委員長 説明をお願いします。 

  はい、どうぞ。 

○中山環境管理課長 ご質問は大変難しいところで

ございます。 

  まず一番は、エネルギーを使わない、これは個
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人個人でできることでして、本当に少しずつ少し

ずつ減らしていくしかないんですね。それが一番

の取り組みになるんだと思います。 

  また、技術革新もかなり起こってきているのか

なと思います。国が発表しているこの推計よりも、

例えばなんですが、今、テレビのコマーシャルな

んかですと、軽自動車がリッター30kmに、もうそ

ういったコマーシャルは普通に出てきているとい

うことは、そういった部門ではかなり取り組みが、

国が予想していたよりもはるかに先にいっている

のかなと思います。 

  ただ、幾らそういった燃費のいい車が出たとし

ても、まずは使わないのが一番です。燃費の悪い

車をそちらにかえるべきなんですが、かえるとき

にはやっぱり製造のＣＯ２というのがありますの

で、その辺もちょっと考えながらですが、あとは、

今、軽自動車が、既に市場で売られる台数が４割

くらいまで来ているということなので、この辺は、

やっぱり市民の皆さんがもうどんどん燃費のいい

軽自動車にかえていただくことによって、こうい

ったものも、少しずつですが先に進めるのかなと

思っております。 

  また、車ですが、石油からつくり出したエネル

ギーから再生可能エネルギーに転換することによ

って、それが進めば、もっとその部分では、ＣＯ

２の削減というのは、減っていくということでご

ざいますので、その辺の皆さん一人一人の心がけ

と、少し意欲を持って取り組んでいただくしかな

いのかなと思っております。 

  答えにならないかもしれませんが、そういうこ

とを考えております。 

○若松委員長 いいですか。 

○齋藤委員 いいです。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

  星委員。 

○星委員 すみません、心がけと先ほどお話をいた

だいたんですけれども、それを具体的にまた市民

のほうにアピールというか、そういったことでお

伝えするようなことも、もちろん新たな取り組み

としてされていくと思うんですけれども、その辺

の計画とかあるんでしょうか。 

○若松委員長 よろしくお願いします。 

○中山環境管理課長 市民の皆様に取り組んでいだ

たかなくてはいけないので、例えばですが、環境

家計簿などもあるんですね。実際、ホームページ

でも公表しているんですが、そういったものを積

極的に活用してくださいというようなお知らせ、

広報ですね、今まではちょっとホームページに載

せているだけで、前には広報にも出しております

が、もう少し、もっと取り組みやすいような方法

を、そういった広報活動というのを積極的に市は

やっていくべきだろうというふうに考えておりま

す。 

  具体的には、これからもう少し、先ほど申し上

げましたとおり、市だけではだめです。この取り

組みは、環境連絡会というものがありますので、

この計画をご承認いただければ、その上で、計画

ができましたということで、その環境連絡会のほ

うに、この計画に基づいて一緒に取り組んでいき

ましょうと、そういった会議を持つ予定になって

おりますので、そこからが本当のスタートかなと

いうふうに考えております。 

○星委員 これから本格的にスタートするわけです

ね。 

○中山環境管理課長 そうですね、はい。 

○若松委員長 星委員。 

○星委員 例えば、そういった環境対策ということ

で、次の子どもたちにも、もちろんその省エネル

ギーということもあるかと思うんですけれども、

学校を通して、例えばその環境家計簿を子どもた
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ちもつけやすくとか、パソコンで、もう必ず学校

でも講習をやっているんですけれども、そういっ

た中で、例えばこういうふうにやるみたいな、ち

ょっと学校とタイアップをして、宿題として出せ

るかどうかはわからないんですけれども、意識づ

けとして、こういうふうにやるんだよと。子ども

から大人は言われると、やっぱり取り組まざるを

得ないという、それは子どもを持っている家庭に

限ってしまうかとは思うんですけれども、そうい

ったことでの取り組みもあるのではないかなとは

思うんですが、どうでしょうか。 

○若松委員長 答弁を求めます。 

  はい、どうぞ。 

○中山環境管理課長 そうですね、確かに子どもか

らそういった意識づけが必要かなと、大変重要な

ことだと思っておりまして、私どもで、例えば出

前授業ができないかとか、そういったこともちょ

っと今考えておりますので、まだ具体的にどれを

やる、どういう方法でやるというところまでいっ

ていませんが、今考えている最中です。そういっ

たところで、学校にもかかわっていきたいなと思

っております。 

  また、公民館の講座とかでも、１つの講座を持

つのは無理なんですが、何かの講座の合間とかそ

ういったところにでも、出前講座的なところで、

私どもで行って説明をするとか、あとは夏休み期

間中にやっぱりお子さんたちに集まってもらって、

何か楽しいイベント的なものから教育のほうにつ

なげられるようなもの、そんなところをちょっと

今考えている最中でして、まだちょっと具体的に

申し上げられないのは申しわけないんですが、そ

ういったことで取り組みをしていきたいと思って

おります。 

○星委員 ありがとうございます。 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○若松委員長 ほかにないようですので、質疑を終

了したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第52号 那須塩原市地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）については、原案のとおり可決

することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 じゃ、以上で環境課の審査は終了い

たします。 

  ご苦労さまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時４６分 
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再開 午前１１時４７分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境対策課の審査 

○若松委員長 ただいまから環境対策課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

  今回、環境対策課に付託されました案件はござ

いませんでしたが、今年度最初の常任委員会にな

りますので、生活環境部長から担当職員の紹介を

していただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

  はい、どうぞ。 

（出席説明員自己紹介。） 

○若松委員長 ありがとうございました。今年度も

どうぞよろしくお願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 その他、執行部から何かございませ

んか。 

○古内生活環境部長 特にありません。 

○若松委員長 委員のほうから何かございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 じゃ、ないようですので、以上で環

境対策課の審査は終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午前１１時４９分 

 

○若松委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○若松委員長 ただいまから生活課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、ご苦労さまです。 

  今回、生活課に付託されました案件はございま

せんでしたが、今年度最初の常任委員会になりま

すので、生活環境部長から担当職員の紹介をいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

  はい、部長。 

（出席説明員自己紹介。） 

○若松委員長 ありがとうございました。 

  今年度もどうぞよろしくお願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 その他、執行部から何かありますか。 

○古内生活環境部長 （その他説明。） 

○阿美生活課長 （その他補足説明。） 

○若松委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○若松委員長 ないようですので、ちょっと時間が

過ぎちゃっていますので、以上で生活課の審査を

終了いたします。 

  ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

  委員の方はちょっと残ってもらって。 

 

休憩 午後 零時１５分 
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再開 午後 零時１５分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○若松委員長 それでは、これから委員のその他に

入ります。 

  あしたの現地調査。 

（事務局説明。） 

○若松委員長 今の説明の中で何か聞きたいことが

ありましたら。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○若松委員長 長時間にわたって、委員会、ありが

とうございました。 

  これで閉会します。 

 

閉会 午後 零時２７分 

 




